
重要事項説明書 （通所介護サービス・第１号通所事業 久々野） 

あなたに対する通所介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第３７号第８条に基

づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

 

１ 事業者概要 

事業者名称 一般財団法人 高山市福祉サービス公社 

主たる事業所の所在地 高山市森下町１丁目２０８番地 

法人種別 一般財団法人 

代表者名 理事長 西 倉  良 介 

電話番号 ０５７７－３６－２９４０ 

 

２ 利用事業所 

利用事業所の名称 久々野デイサービスセンター 

指定番号 岐阜県２１７２９００４５４号 

所在地 高山市久々野町無数河８５９番地－１ 

電話番号 ０５７７－５２－３７１１ 

管理者氏名 下出 江美 

 

３ 事業の目的と運営 

事業の目的 
要介護状態又は要支援状態等にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及

び介護予防通所介護に相当する第１号通所事業を提供すること。 

運営の方針 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう支援する。また、社会的孤立感の解消及び心身

機能の維持、家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。 

 事業実施に当たり、関係機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努める。 

 

４ 利用事業所の職員体制 

利用事業所の従業者の職種 員 数 

管理者 １名 

生活相談員 １名以上 

機能訓練指導員 １名以上 



看護職員 １名以上 

介護職員 ５名以上 

 

５ 営業時間 

営 業 日 
毎週月曜日～土曜日。 

ただし１２月２９日～１月３日までを除く。 

営業時間 午前８時３０分～午後５時 

※ 営業時間外には、電話等により連絡が可能な体制とする。 

 

６ 利用料  別紙サービス内容説明書のとおり 

 

７ 定員   利用定員    ３５名 

 

８ 通常の事業実施地域 

通常の事業の実施地域は、高山市久々野町地内とする。 

 

９ 苦情申立窓口 

(一財)高山市福祉サービス公社 ご利用時間  午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(月～金) 

ご利用方法  電 話 ０５７７－３６－２９４０ 

       ＦＡＸ ０５７７－３６－１３８５ 

担当者    北川 隆志（総務課長） 

責任者    嶋田 恵市（事務局長） 

第三者委員  牧上 一成 ･ 高原 恵理 

その他 

苦情については、上記の担当者、責任者が対応します。 

不在の場合でも、対応した者が「苦情処理簿」を作成 

し、担当者、責任者に引継ぎます。また苦情解決の助言や

立会いを行なう第三者委員会を選任しております。 

高山市市民福祉部高年介護課  ご利用時間  午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(月～金) 

ご利用方法 電 話 ０５７７－３５－３１８１ 

          ０５７７－３５－３１７８ 

ＦＡＸ ０５７７－３５－３１６５ 

所在地   高山市花岡町 2丁目 18 高山市市役所内 

岐阜県国民健康保険団体連合会 ご利用時間  午前８時３０分～午後５時（月～金） 

ご利用方法  電 話 ０５８－２７５－９８２５ 

       ＦＡＸ ０５８－２７５－７６３５ 

所在地    岐阜市下奈良２－２－１ 

        岐阜県福祉農業会館内 

 

 

 

 

 



10 緊急時の対応 

 

11 サービス提供記録の閲覧 

サービス提供記録等については、申し出があれば閲覧及び謄写することができます。 

 

12 介護サービス情報の公表 

  (一財)高山市福祉サービス公社の実施する介護保険サービス事業については、提供するサー

ビスの内容及び運営状況に関する情報をインターネットで公表しておりますが、お申し出があ

れば閲覧及び謄写することができます。 

13 業務継続計画の策定等 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に

実施するための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

14 衛生管理等 

  事業所は、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じます。 

 

15 虐待防止に関する事項 

① 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために必要な措置を講じます。 

② 事業所は、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体拘束を行いません。 

なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 

 

 

 

 

説明者               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力医療機関 医療機関の名称 

電話番号 

医療機関の名称 

電話番号 

高山赤十字病院 

０５７７－３２－１１１１ 

久美愛厚生病院 

０５７７－３２－１１１５ 



 

サービス内容説明書 （通所介護サービス・第１号通所事業 久々野） 

 

当事業者が、あなたに提供するサービスは以下の通りです。 

 

１ 提供するサービス 

 通所介護サービスを、別紙通所介護計画書に従って提供します。 

① このサービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、

要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。 

② サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分から

ないことがあったら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。 

③ サービスの提供に用いる設備、器具等については、安全、衛生に常に注意します。

特に、利用者の身体に直接接触する設備、器具については、サービスの提供ごとに消

毒したものを用います。 

  ④ サービス提供中に、緊急にたん吸引が必要な方には、看護師が対応させていただき 

ます。頻回に吸引の必要な方には、主治医の指示のもと実施します。 

 

２ 担当職員の変更 

当事業者は、担当の通所介護職員が異動や退職等正当な理由がある場合に限り、担当 

の通所介護職員を変更することがあります。 

 

３ 利用料 

  通所介護サービスの利用料及びその他の費用は、以下の通りです。 

 

【第１号通所事業】 

(1) 基本料金(１ヶ月当たり) 

         単位数        利用料 

要支援１  １，７９８/月    １７，９８０円/月 

要支援２  ３，６２１/月    ３６，２１０円/月 

 

(2) 加算料金等 

                       単位数       利用料 

科学的介護推進体制加算（１ヶ月当たり)  ４０/月      ４００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６ヶ月に１回） 

                     ２０/回       ２００円/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(１ヶ月当たり) 

       ◇要支援１         ８８/月       ８８０円/月 

       ◇要支援２        １７６/月      １,７６０円/月 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (１ヶ月当たり)    所定単位数の８０／１０００/月 

【通所介護サービス】 

(1) 基本料金(１日当たり) 

         単位数         利用料 

要介護１    ５８４/日     ５，８４０円/日 

要介護２    ６８９/日     ６，８９０円/日 



要介護３    ７９６/日     ７，９６０円/日 

要介護４    ９０１日     ９，０１０円/日 

要介護５    １,００８/日    １０，０８０円/日 

 

(2) 加算料金等 

                                          単位数       利用料 

入浴介助加算（Ⅰ）(１日当たり)       ４０/日     ４００円/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ) イ(１日当たり)     ５６/日     ５６０円/日 

個別機能訓練加算（Ⅱ）（１ヶ月当たり）   ２０/月     ２００円/月 

中重度ケア体制加算(１日当たり)       ４５/日     ４５０円/日 

認知症加算(１日当たり)※１          ６０/日     ６００円/日 

科学的介護推進体制加算（１ヶ月当たり）  ４０/月     ４００円/月 

ＡＤＬ維持等加算（ⅠまたはⅡ）※２  Ⅰの場合３０/月     ３００円/月 

                  Ⅱの場合６０/月     ６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６ヶ月に１回） 

    ２０/回     ２００円/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (１回当たり)   ２２/回     ２２０円/回 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (１ヶ月当たり)  所定単位数の８０／１０００/月 

 

 

※１医師、ケアマネジャー等から「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」により、Ⅲ

以上と判定された方のみ 

※２身体状況の評価値により、算定の可否および単位数が設定されます。 

※介護認定審査会において、自立と認定された場合は、サービス利用１回につき、 

４，３６０円をご負担いただきます。 

 

【その他の費用など】 

① 食事の提供に要する費用として、１食につき６６０円をいただきます。 

② 短時間等の利用になった場合は別の利用単位で利用料をいただく場合があります。 

③ 教養娯楽費、オムツ代等は実費をいただく場合があります。 

④ 介護保険の適用を受ける場合、原則として利用料のうち、介護保険負担割合証に記載され

た負担割合分をお支払いいただきます。ただし、介護保険法令に基づいて、保険給付を償還

払いの方法（いったんあなたが利用料の全額を支払い、その後保険者からの介護保険負担割

合証に記載された負担割合分を差し引いた額の払い戻しを受ける方法）をご希望の場合は、

お申し出ください。 

⑤ 通常の事業実施地域を越えてサービス提供を行った場合には、介護予防通所介護サービス

の場合は１ヶ月、通所介護サービスの場合は１日につき、所定単位数の１００分の５に相当

する単位数(四捨五入)を加算し算出された利用料をお支払いいただきます。 

⑥ 介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額をお支払いいただきます。        

⑦ 当事業者は、あなたに対し、毎月２０日までに、サービスの提供日、前月の利用料等の内

訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書に添付して送付します。                  

⑧ 前月の利用料は、当月末日までに口座振込または口座引き落しの方法でお支払いください。

（口座引き落しの場合２５日となります。） 

 

４ キャンセル料（第１号通所事業を除く） 



通所介護サービスをキャンセルした場合には、以下の通りのキャンセル料をいただく 

場合があります。（キャンセル料のご請求は利用料金と一緒にさせていただきます。） 

・当日８時までのキャンセル：無料 

・当日８時以降のキャンセル：利用料の５０％以下もしくは５００円 

 

５ 金銭・貴重品の管理 

  貴重品のお持ち込みは控えるようにご協力をお願いいたします。 

紛失・事故等に対しては責任が負えません。 

  ご持参について諸事情がある場合は、事前にご相談してください。 

 

６ 保険給付の請求のための証明書の交付 

サービスの提供証明書が必要な場合は、いつでも交付しますので、お申し出ください。 

 

 


